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公正取引委員会からの課徴金納付命令に対する 

審判手続きの開始請求に関するお知らせ 

 

三菱レイヨン株式会社（本社：東京都港区、社長：鎌原 正直 以下｢当社｣）は、平成

22年６月３日、公正取引委員会から、塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーの販売に関し

て「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独禁法）」第３条（不当な取引制

限の禁止）に違反する行為があったとして、課徴金納付命令書の送達を受けました。 

その後、本命令書の内容を精査、確認し、慎重に検討を重ねてまいりましたが、そ

の内容には承服できないものがあり、本日、公正取引委員会に対し審判手続の開始を

請求することを決定致しました。 

当社と致しましては、公正取引委員会における審判手続において当社の意見や考え

方を陳述し、公正な判断を求めていく所存です。 

  以 上 
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